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本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと

する。 

 

① 断定できる場合 

・・・「認められる」 

 

② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

・・・「推定される」 

 

③ 可能性が高い場合 

・・・「考えられる」 

 

④ 可能性がある場合 

・・・「可能性が考えられる」 

・・・「可能性があると考えられる」 
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航空重大インシデント調査報告書 

 

所 属  株式会社フジドリームエアラインズ 

型 式  エンブラエル式ＥＲＪ１７０－２００ＳＴＤ型 

登 録 記 号  ＪＡ０６ＦＪ 

インシデント種類  航空機内の気圧の異常な低下 

発 生 日 時  平成２７年７月７日 １５時２４分ごろ 

発 生 場 所  秋田空港の南西約１００kmの海上、高度約３３,０００ft 

    

平成３０年１１月９日      

運輸安全委員会（航空部会）議決      

委 員 長  中 橋 和 博（部会長） 

委   員  宮 下   徹      

委   員  石 川 敏 行      

委   員  丸 井 祐 一      

委   員  田 中 敬 司      

委   員  中 西 美 和      

 

１ 調査の経過 

1.1 重大インシ 

デントの概要 

株式会社フジドリームエアラインズ所属エンブラエル式ＥＲＪ１７０－２００Ｓ

ＴＤ型ＪＡ０６ＦＪは、平成２７年７月７日（火）、同社の定期２１２便として新千

歳空港を離陸し、松本空港へ向け飛行を開始した。同機は、秋田空港の南西約１００

km、高度約３３,０００ft を上昇中、左右両系統のブリードエアの供給が停止して機

内の気圧が低下したため、管制機関に緊急事態を宣言し、高度１０,０００ft まで緊

急降下した後、目的地を変更して新潟空港に着陸した。 

1.2 調査の概要 本件は、航空法施行規則（昭和２７年運輸省令第５６号）第１６６条の４第１１

号中の「航空機内の気圧の異常な低下」に該当し、航空重大インシデントとして取

り扱われることとなったものである。 

運輸安全委員会は、平成２７年７月７日、本重大インシデントの調査を担当する

主管調査官ほか２名の航空事故調査官を指名した。 

本調査には、重大インシデント機の設計・製造国であるブラジル連邦共和国の代表

が参加した。 

原因関係者からの意見聴取及び関係国に対し意見照会を行った。 

 

２ 事実情報 

2.1 飛行の経過 乗務員の口述並びにフライトレコーダーの飛行記録、操縦室音声記録及び管制交信

記録によれば、飛行の経過は概略次のとおりであった。 

株式会社フジドリームエアラインズ所属エンブラエル式ＥＲＪ１７０－ 

２００ＳＴＤ型ＪＡ０６ＦＪは、平成２７年７月７日１４時４４分、同社の定

期２１２便として、新千歳空港滑走路０１Ｌを離陸し、松本空港へ向けて飛行

した。 
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機長はＰＦ として左操縦席に着座し、副操縦士はＰＭ として右操縦席に

着座していた。 

１５時２１分５３秒、同機がＦＬ*2２８０からＦＬ３６０への上昇中のＦＬ

３２０を通過したころ、警報音及びマスターコーションライトの点灯ととも

に左側のブリードエア（抽気空気）系統の異常を示す EICAS メッセージ「BLEED 

1 FAIL」が表示された。 

その２７秒後、同機は、上昇を中止して機長と副操縦士が状況を確認してい

たとき、警報音及びマスターコーションライトの点灯とともに右側のブリー

ドエア系統の異常を示す EICAS メッセージ「BLEED 2 FAIL」が表示された。

その時、機長は、客室高度計が６,０００ftを少し超えたくらいであること、

客室高度昇降計が約１,７００FPM での上昇を示していることを確認した。 

同２３分、機長が緊急降下を決断し、管制機関から降下の許可を得て同機が

降下を開始する際、機長と副操縦士は酸素マスクを着用し、トランスポンダー

を緊急コード７７００にセットした。 

同２４分、ＦＬ３３０で、同機が管制機関に対し緊急事態を宣言したと同時

に、警報音及びマスターウォーニングライトの点灯とともに客室高度が  

９,７００ftを超えたことを示す EICAS メッセージ「CABIN ALT HI」が表示さ

れた。 

機長は、緊急降下中であること並びに座席ベルト及び酸素マスクの着用に

ついて機内アナウンスを行った。その直後、客室乗務員から客室の酸素マスク

が下りていないとの連絡があり、機長は手動で客室の酸素マスクを下ろした。 

機長は副操縦士に対して、EMERGENCY DESCENT 及び CABIN ALTITUDE HI の

チェックリストを指示して実施した。 

１５時３１分、同機が、高度１０,０００ftまで降下して、新潟空港の北約

７４km 付近を飛行中、機長は、天候を確認して新潟空港に着陸することが適

切であると判断し、目的地の変更を管制機関に伝えた。 

その後、機長は、副操縦士に「BLEED 1 FAIL」及び「BLEED 2 FAIL」の    

チェックリストを実施させ、どちらのメッセージも消えたことを確認した。 

同機は、１５時４７分に新潟空港滑走路２８に着陸した。同機には、機長の

ほか乗務員４名及び乗客６７名、計７２名が搭乗していたが、負傷者はいなかっ

た。 

 

本重大インシデント発生場所は、秋田空港の南西約１００km の海上、高度約  

３３,０００ftの上空（北緯３９度０５分５５秒、東経１３９度１９分４４秒付近）

で、発生日時は、平成２７年７月７日、１５時２４分ごろであった。 

2.2 負傷者 なし 

2.3 損壊 なし 

                                                                                             
 「ＰＦ」及び「ＰＭ」とは、２名で操縦する航空機における役割分担からパイロットを識別する用語である。PF は

Pilot Flying の略で、主に航空機の操縦を行う。PM は、Pilot Monitoring の略で、主に航空機の飛行状態のモニター、

PF の操作のクロスチェック及び操縦以外の業務を行う。 

2 「ＦＬ」とは、標準大気の圧力高度で、高度計規正値を２９.９２inHg にセットしたときの高度計の指示（単位は ft）

を１００で除した数値で表される高度である。日本では通常１４,０００ft 以上の飛行高度はＦＬが使用される。例と

して、ＦＬ３９０は高度３９,０００ft を表す。 
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2.4 乗組員等 (1) 機長 男性 ６４歳 

定期運送用操縦士技能証明書（飛行機）        昭和５３年６月１２日 

  限定事項 エンブラエル式ＥＲＪ１７０型    平成２６年６月１０日 

第１種航空身体検査証明書         有効期限：平成２８年５月１８日 

総飛行時間                     ２５,７４３時間３０分 

最近３０日間の飛行時間                  ５８時間０８分 

同型式機による飛行時間                  ３,０９４時間３１分 

最近３０日間の飛行時間                   ５８時間０８分 

(2) 副操縦士 男性 ４０歳 

事業用操縦士技能証明書（飛行機）               平成１３年２月２０日 

限定事項 エンブラエル式ＥＲＪ１７０型       平成２６年７月１８日 

計器飛行証明（飛行機）                         平成１９年３月３０日 

第１種航空身体検査証明書           有効期限：平成２８年３月３１日 

総飛行時間                        ２,８０８時間２１分 

最近３０日間の飛行時間                ６１時間５１分 

同型式機による飛行時間                    ６９３時間２３分 

最近３０日間の飛行時間                ６１時間５１分 

2.5 航空機等 (1) 航空機型式：エンブラエル式ＥＲＪ１７０－２００ＳＴＤ型 

製造番号：１７０００３３２        製造年月日：平成２３年１１月１９日 

耐空証明書：第大－２０１４－３１６号    有効期限：平成２７年 ９ 月１５日                                    

耐空類別                            飛行機 輸送 Ｔ 

総飛行時間                        １０,３６３時間５０分 

(2) 重大インシデント当時、同機の重量及び重心位置は、いずれも許容範囲内で

あった。 

2.6 その他必要な

事項 

(1) ブリードエアシステムの概要     

同機の与圧及び空調を行うブリードエアシステムは、左右２系統装備され、

左右それぞれのエン 

ジン・コンプレッサー

部からの高温のブリー

ドエアが、ナセル・プ 

レッシャー・レギュ 

レーティング・シャッ

トオフ・バルブ（ＮＡＰ

ＲＳＯＶ）等を介して

プリクーラーに送られ

て冷却され、エアコン

パックで所望の温度に

調整された後、機内に送られる。機内に送られた空気は、アウトフローバルブ

を通って機外に放出されるが、アウトフローバルブの開度を調整することに 

よって、客室の与圧は規定の値を保つように自動的にコントロールされる。 

左右どちらかのブリードエアが使用できない場合は、片側エンジンのブリー

ドエアのみで与圧及び空調を行う。 

(2)  ファンエアバルブの作動 

プリクーラーは、エンジン・ファン部から送られる低温のファンエアにより

ブリードエアを冷却している。ファンエアバルブは、ファンエアの流量を調整

図１ ブリードエアシステム概要 
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する役割をもつ。ファンエアバルブの開度は、バルブと一体化されたトルク 

モーターにより制御され、トルクモーターは、ＡＭＳ（エア・マネージメント・

システム）コントローラーの一部を構成しているＡＭＳモータードライブモ 

ジュールにより自動的に制御される。 

ブリードエアの温度は、プリクーラー下流に置かれた温度センサーで検出さ

れる。ＡＭＳコントローラーはこの温度を受け、ファンエアバルブの開度を調

整して、低温のファンエアの流量を増減させることにより、エアコンパックに

送られるブリードエアの温度をコントロールする。本重大インシデントのよう

にウィングアンチアイスバルブがＯＦＦの状態であるとき、このブリードエア

が２３５～２５９℃の温度で２分を超えて継続した場合、若しくは２６０℃以

上で３秒を超えて継続した場合には、

警報音並びにマスターコーションラ

イトの点灯及び EICAS メッセージ

「BLEED 1(2) FAIL」が表示され、Ａ

ＭＳコントローラーによってＮＡＰ

ＲＳＯＶが閉じられることによって

ブリードエアの供給が停止する。 

(3) フライトレコーダーの記録 

同機は、１５時２１分５３秒に

「BLEED 1 FAIL」が表示され、№１の

ＮＡＰＲＳＯＶが閉じ、その約３０秒

後に「BLEED 2 FAIL」が表示され、№

２のＮＡＰＲＳＯＶも閉じたことによ

りブリードエアが供給されなくなった。 

同機の客室高度は上昇し、１５時２４分１８秒に客室高度が９,７００ft を

超えたことを示す EICAS メッセージ「CABIN ALT HI」が表示された。客室高度

は、最大１４,５５０ftまで上昇した。（図３参照） 

(4) 重大インシデント後の整備処置 

左右のファンエアバルブは、BITE CK（自己診断機能による確認）では問題な

いことが確認されたが、CMC（Central Maintenance Computer）には、左右の 

ファンエアバルブに不具合がほぼ同時に発生していることが記録されていた

ため、左右のファンエアバルブをコントロールしているＡＭＳモータードライ

ブモジュールとともに取り下ろした。 

また、ブリードエアが供給されなくなりアウトフローバルブが全閉となった

後、機長が客室高度昇降計で確認した上昇率が約１,７００FPM と大きかったこ

とから、機体リーク点検を行った。その結果、機体内部に結露した水を機外に

排出するために胴体下面に装備されているドレンバルブ１３個中１０個から

エアリークを確認した。 

図２ ファンエアバルブ内部構造 
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(5) 装備品の調査 

取り下ろした左右のファンエアバルブとＡＭＳモータードライブモジュー

ルは、製造者にて調査が実施された。 

左右のファンエアバルブの調査では、トルクモーターに流れる電流に応じて

バルブを作動させる空気圧の変化を計測したところ、左右のファンエアバルブ

とも規定値を外れる値が確認された。バルブの開度を確認する検査では、左右

のファンエアバルブともフルオープンにならず、左のファンエアバルブは、フ

ルクローズにもならなかった。また、左右ともリンケージの摩耗、腐食などの

ほか、内部のエアフィルターに少量の微粒子が発見された。 

エアフィルターで発見された微粒子をＮＴＳＢにて走査型電子顕微鏡で確

認した結果、主にシリコン、アルミニウムのほか、酸化ナトリウム、カリウム、

マグネシウム及び鉄が検出された。これらの微粒子の形態及び構成は、火山灰

に見られる微粒子と類似していた。 

ＡＭＳモータードライブモジュールは、機能テストの結果、異常は認められ

なかった。 

図３ フライトレコーダーの記録 
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(6) ファンエアバルブの信頼性 

同社では、２００９年から段階的に同型式機を導入しており、本重大インシ

デント発生時は９機運航されていて、その多くのファンエアバルブに関する 

メッセージが CMC に記録されていた。同機より以前に導入された５機は、過去

に不具合により左右を問わずファンエアバルブの交換を３回以上実施してお

り、２０１１年１１月より導入された同機においては、左右のファンエアバル

ブを１回ずつ交換していた。 

さらに、短時間ではあるものの、本重大インシデント同様、左右のブリード

エアの供給が同時に停止した状態が他の機体で４回発生していたことが、本重

大インシデント後の同社の調査で明らかになっている。 

(7) ファンエアバルブの技術通報 

ファンエアバルブについては、平成２２年までにトルクモーターの品質改善

やＡＭＳのソフトウェアの変更が行われたほか、ろ過能力を向上させるために

トルクモーターに流れるエアのみをろ過していた内部のエアフィルターの網

目を小さく表面積を大きくすると同時に、アクチュエーターに流れるエアもろ

過するように形状を改良した新型エアフィルターへ変更することを推奨する

技術通報（ＳＢ１７０－３６－００２１）が平成２４年１２月に発行されてい

た。（図２参照） 

同社では、技術通報が MANDATORY(必須)ではなかったため、ファンエアバル

ブの交換作業が発生した時点で新型エアフィルターを搭載したファンエアバ

ルブへの交換を予定していた。同機に搭載されていた左右のエアフィルター

は、旧型であった。 

エアフィルターは、メンテナン

ス・マニュアルに基づいた定期的

な洗浄が行われており、委託先で

は、コンポーネント・メンテナン

ス・マニュアルに基づいた方法で

洗浄していた。 

(8) その後の製造者の対応 

製造者は、新型又は旧型のフィ

ルターを搭載したファンエアバルブについて取り下ろしに至るまでの平均時

間を比較した結果、新旧のフィルターの違いによる大きな変化が認められな 

かったため、その他の原因としてプリクーラーの熱影響によるトルクモーター

の劣化を考え、耐熱性を改善したトルクモーターを搭載したファンエアバルブ

を開発した。 

(9) 火山灰 

当該エアフィルターを直近に洗浄し取り付けた平成２５年１１月以降、同社

が運航している松本空港、熊本空港及び鹿児島空港などの近辺では、平成２６

年９月に長野県と岐阜県の県境に位置する御嶽山、１１月以降は九州地方の阿

蘇山や桜島の火山活動が活発となり、周辺地域で火山灰が確認されている。 

 

３ 分析 

3.1 気象の関与 なし 

3.2 操縦者の関与 なし 

3.3 機材の関与 あり 

図４ エアフィルター 
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3.4 判明した事項

の解析 

(1) 重大インシデント発生までの状況 

同機は、左エンジンのブリードエアの温度が２３５℃を超え、その約２分後

に「BLEED 1 FAIL」が表示されるとともに左エンジンのＮＡＰＲＳＯＶが閉と

なったものと推定される。 

左エンジンのブリードエアの温度が２３５℃を超えた約３０秒後、右エン 

ジンのブリードエアの温度も２３５℃を超えたため、その約２分後、「BLEED 2 

FAIL」が表示されて、右エンジンのＮＡＰＲＳＯＶが閉となったものと推定さ

れる。 

左エンジンのブリードエアが使用不能となった時点で、右エンジンのブリー

ドエアのみで全ての与圧及び空調を行うことになるため、右のブリードエアの

量が増え、加えてファンエアバルブがフルオープンにならず、プリクーラーに

送られる冷却用のファンエアの流入量が不十分となったことが右エンジンの

ブリードエアの温度上昇に関与した可能性が考えられる。  

同機は、左右の「BLEED 1(2) FAIL」がほぼ同時に表示され、左右のＮＡＰＲ

ＳＯＶが閉となって左右のブリードエア系統が停止したため、機内の与圧を制

御できなくなり、航空機内の気圧の異常な低下が発生したものと推定される。 

また、機長が、ブリードエアが供給されなくなった際、客室高度昇降計で上

昇率が約１,７００FPM と確認したことについては、ドレンバルブからのエア 

リークが関与したものと考えられる。 

(2) ファンエアバルブ 

左右のファンエアバルブは、製造会社の調査結果から、以下の原因が重なり

作動不良となった可能性が考えられる。 

① 左右のファンエアバルブのリンケージに発見された摩耗及び腐食がバル

ブの作動に影響した。 

② バルブの開度がフルオープンにならなかったこと、バルブを作動させる空

気圧の値が規定値を外れる場合があったことから、トルクモーターがＡＭＳ

コントローラーからの信号のとおり作動しなかった。 

③ 左右のファンエアバルブのエアフィルターは、旧型が取り付けられていた

ため、アクチュエーターへ送られるファンエアはろ過されず、微粒子が 

ファンエアバルブ内部に入り込み、バルブの作動に影響した。 

④ プリクーラーからの熱影響によるトルクモーターの劣化 

(3) 同社の整備体制 

同社においては、本重大インシデント発生以前から同型機のファンエアバル

ブの不具合を多数経験し、何度も交換していた。また、左右のブリードエアの

供給が短時間同時に停止する状態も発生していたことから、同社の整備体制に

おいて装備品の信頼性管理が十分に行われていれば同様の事象で客室高度が

制御できなくなる可能性を予見することができた可能性があったものと考え

る。 

 

４ 原因 

本重大インシデントは、左右両系統のブリードエアの供給がほぼ同時に停止したため、航空機内の気

圧の異常な低下が発生したことによるものと推定される。 

左右両系統のブリードエアの供給が停止したことについては、左右のファンエアバルブの作動不良

により、冷却用のファンエアの流入が制限されたことから、ブリードエアが高温となってそれぞれのＮ

ＡＰＲＳＯＶが閉じたものと考えられる。 
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５ 再発防止策 

本重大インシデント発生後、同社により次の措置が講じられた。 

・同型式機の運航機について、CMC Message の記録が同機と類似しているファンエアバルブを交換し

た。 

・SOP（業務処理要領）の「CMC Maintenance Message 運用要領」に Dual failure の可能性があるシ

ステムについては、重点的にモニターするよう改訂した。 

・SOP に新たに「Fan Air Valve EICAS / CMC Message 運用要領」を定め、ファンエアバルブのモニ

ター方法を設定し、その結果によりファンエアバルブを交換して、不具合を未然に防ぐ体制を整え

た。 

・耐熱性を改善したトルクモーターを搭載したファンエアバルブが開発されたため、これを２０１７

年４月から順次採用し試験運用を開始した。 

 

 


